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テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
典 

（C
odex T

heodosianus

） （
二
○
）（
後
藤
）

五
九

〈
史
料
紹
介
〉

テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
典 

（C
odex T

heodosianus

） （
二
○
）

テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
典
研
究
会

（
代
表　

後　

藤　

篤　

子
）
　

　

一 

三
一
三
年
（
法
文
○1
～
○10
）（
以
上
『
専
修
法
学
論
集
』
第
五
九

号
［
一
九
九
三
年
九
月
］）

　

二 

三
一
四
年（
法
文
○11
～
○22
）（
以
上
同
六
○
号［
一
九
九
四
年
三
月
］）

　

三 

三
一
五
年
一
月
～
一
○
月
（
法
文
○23
～
○42
）（
以
上
同
六
一
号 

［
一
九
九
四
年
七
月
］）

　

四 

三
一
五
年
一
一
月
～
三
一
六
年
（
法
文
○43

～
○65

）（
以
上
同

六
三
号
［
一
九
九
五
年
三
月
］）

　

五 

三
一
七
年
～
三
一
九
年
三
月
（
法
文
○66
～
○88
）（
以
上
『
立
教

法
学
』
第
四
三
号
［
一
九
九
六
年
二
月
］）

　

六 

三
一
九
年
四
月
～
七
月
（
法
文
○89

～
○103
）（
以
上
同
四
五
号

［
一
九
九
六
年
九
月
］）

　

七 

三
一
九
年
七
月
～
一
○
月
（
法
文
○104
～
○117
）（
以
上
同
四
七
号

［
一
九
九
七
年
七
月
］）

　

八 

三
一
九
年
一
一
月
～
三
二
○
年
二
月
（
法
文
○118
～
○131
）（
以

上
同
五
○
号
［
一
九
九
八
年
七
月
］）

　

九 

三
二
○
年
二
月
～
三
二
一
年
一
月
（
法
文
○132
～
○150
）（
以
上
同

五
三
号
［
一
九
九
九
年
七
月
］）

一
○ 

三
二
一
年
二
月
～
八
月
（
法
文
○151
～
○167
）（
以
上
同
五
六
号 

［
二

○
○
○
年
八
月
］）

一
一 

三
二
一
年
八
月
～
三
二
三
年
四
月
（
法
文
○168
～
○186
）（
以
上
同

五
八
号
［
二
○
○
一
年
七
月
］）

一
二 

三
二
三
年
五
月
～
三
二
五
年
六
月
（
法
文
○187
～
○202
）（
以
上
『
法

政
史
学
』
第
五
七
号
［
二
○
○
二
年
三
月
］）

一
三 
三
二
五
年
六
月
～
三
二
六
年
三
月
（
法
文
○203
～
○218
）（
以
上
同

五
九
号
［
二
○
○
三
年
三
月
］）

一
四 

三
二
六
年
三
月
～
七
月
（
法
文
○219
～
○238
）（
以
上
同
六
二
号 

［
二
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法
政
史
学　

第
七
十
七
号

六
〇

○
○
四
年
九
月
］）

一
五 
三
二
六
年
八
月
～
三
二
七
年
三
月
（
法
文
○239
～
○253
）（
以
上
同

六
四
号
［
二
○
○
五
年
九
月
］）

一
六 

三
二
七
年
四
月
～
三
二
九
年
一
一
月
（
法
文
○254
～
○273
）（
以

上
同
六
六
号
［
二
○
○
六
年
九
月
］）

一
七 

三
三
○
年
二
月
～
三
三
一
年
八
月
（
法
文
○274
～
○291
）（
以
上
同

六
八
号
［
二
○
○
七
年
九
月
］）

一
八 

三
三
一
年
一
○
月
～
三
三
三
年
四
月
（
法
文
○292
～
○305
）（
以

上
同
七
○
号
［
二
○
○
八
年
九
月
］）

一
九 

三
三
三
年
五
月
～
三
三
四
年
一
二
月
（
法
文
○306
～
○322
）（
以

上
同
七
二
号
［
二
○
○
九
年
九
月
］）

二
○ 

三
三
五
年
三
月
～
三
三
六
年
一
○
月
（
法
文
○323
～
○333
）（
以

上
本
誌
）

（
承
前
）

三
三
五
年

○323  

第
一
○
巻
第
一
○
章
第
三
法
文

　

同
（
＝
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
）
帝
が
地
方
住
民
に
〈
宣
示

す
〉。

　

す
べ
て
の
裁
判
官
が
目
を
光
ら
せ
、
密
告
者

 （
1
）

を
刑
罰
に
付
す
こ
と

を
、
我
等
は
命
じ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
誰
の
も
の
で
あ
れ
家
産
の
う

ち
不
慮
の
事
態
に
陥
る

 （
2
）

で
あ
ろ
う
も
の
は
、
諸
々
の
法
律
に
よ
っ
て

も
従
前
の
裁
判
手
続
に
よ
っ
て
も
、
国
庫
の
代
訴
官

 （
3
）

ら
が
活
動
し
て

請
求
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
、
最
も
明
白
な
正
義
だ
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
幾
人
か
の
性
急
な
者
た
ち
が
、
法
に
従
っ
て
所
有
さ

れ
て
い
る
家
産
を
告
発
す
る
こ
と
を
止
め
な
い
の
で
、
我
等
は
、
自

分
が
損
害
を
受
け
た
と
考
え
る
者
た
ち
全
員
に
、
裁
判
官
ら
の
厳
格

さ
が
密
告
者
に
対
し
て
剣
に
よ
っ
て
発
揮
さ
れ
る
よ
う

 （
4
）

懇
願
す
る
こ

と
を
、
許
す
も
の
で
あ
る
。
密
告
者
の
邪
悪
さ
に
よ
り
不
正
を
被
っ

た
者
以
上
に
、
密
告
者
を
認
識
で
き
る
者
は
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。

　

コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
と
ア
ル
ビ
ー
ヌ
ス
が
コ
ー
ン
ス
ル
の
年

の
三
月
二
二
日
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ノ
ポ
リ
ス
で
付
与
す
。

（
1
）　

G
othofredus, ad h. l.

に
よ
れ
ば
、
本
法
文
が
問
題
と
し
て
い
る

の
は
、
法
文
①
（
本
法
典
第
一
○
巻
第
一
○
章
第
一
法
文
）
や
法
文

○123
（
同
第
一
○
巻
第
一
○
章
第
二
法
文
）
が
扱
っ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
犯
罪
に
関
す
る
密
告
者
た
ちdelatores 

reorum

で
は
な
く
、
顛

落
財
産bona caduca

や
相
続
人
曠
欠
財
産bona vacantia

に
関
す

る
密
告
者
た
ちdelatores rerum

で
あ
る
。cf. Jones, LRE

., p. 422.
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テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
典 

（C
odex T

heodosianus

） （
二
○
）（
後
藤
）

六
一

（
2
）　

cadere 
in 

casum
. 

 
G

othofredus, 
ad 

h. 
l. 

に
よ
れ
ば
、in 

casum
 

cadere

と
はfisco 

com
m

itti

、
す
な
わ
ち
、
国
庫
に
加
え

ら
れ
る
と
い
う
意
で
あ
る
。

（
3
）　

fisci 
advocati. 

国
庫
の
代
訴
官
に
つ
い
て
は
、
法
文
○47
註
（
2
）

を
参
照
。
な
お
、
法
文
○47
・
○48
で
は
「
代
訴
官
」
の
訳
を
あ
て
た
が
、

役
割
を
明
確
に
す
る
た
めfisci

の
意
味
も
加
え
て
「
国
庫
の
代
訴
官
」

と
訳
す
こ
と
に
す
る
。

（
4
）　

ferro destrictam
. G

othofredus, ad h. l. 

は
こ
のferrum

を

gladii 
poena 

と
同
義
と
す
る
。「
剣
に
よ
っ
て
」
と
い
う
表
現
が
意

味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
、
法
文
○212
註
（
3
）
を
参
照
。

 

○324  

第
八
巻
第
九
章
第
一
法
文

　

コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
帝
が
パ
ー
カ
ー
テ
ィ
ア
ー
ヌ
ス

 

（
1
）

に 

〈
宣
示
す
〉。

　

書
記
・
書
写
係
や
コ
ー
ン
ス
ル
先
導
吏
の
十
人
組

 （
2
）

に
属
す
る
身
分

の
者
た
ち
は
、
懇
願
を
し
て
、
民
事
訴
訟
や
〈
そ
の
訴
訟
に
関
わ
る
〉

文
書
の
発
給
に
お
い
て
厳
粛
な
る
職
務
を
果
た
す
こ
と
が
認
め
ら
れ

た
。
そ
れ
は
、
古
来
守
ら
れ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
彼
ら

の
特
権
は
、
州
総
督
下
僚
ら
の
介
入

 （
3
）

が
自
由
身
分
訴
訟

 （
4
）

か
ら
完
全
に

遠
ざ
け
ら
れ
る
こ
と
に
ま
で
及
ぶ
。
従
っ
て
、
州
総
督
ら
は
我
等
の

命
じ
た
こ
と
を
遵
守
す
べ
し
。

　

コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
と
ア
ル
ビ
ー
ヌ
ス
が
コ
ー
ン
ス
ル
の
年

の
四
月
一
七
日
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ノ
ポ
リ
ス
で
付
与
す
。

（
1
）　

P
acatianus. 

法
文
○120
註
（
1
）
参
照
。
三
三
二
年
か
ら
三
三
七

年
に
か
け
て
、
副
帝
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
、
次
い
で
副
帝

コ
ー
ン
ス
タ
ー
ン
ス
の
も
と
で
イ
ー
タ
リ
ア
道
長
官
を
務
め
た
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
法
文
○299
、
○300
、
○313
、
○318
の
名
宛
人
で
も
あ
る
。cf. 

PLRE
. i, p. 656 

（L
. P

apius P
acatianus 2

）.

（
2
）　

decuriae 
scribarum

 
librariorum

 
et 

lictoriae 
consularis. 

書
記
・
書
写
係scriba 

librarius

と
コ
ー
ン
ス
ル
先
導
吏lictor 

consularis

は
、
い
ず
れ
も
共
和
政
期
か
ら
続
く
政
務
官
の
下
僚

apparitor

で
あ
る
。
書
記
・
書
写
係
に
つ
い
て
は
、
財
務
官
の
下
で

国
庫aerarium

の
管
理
に
携
わ
っ
た
も
の
が
特
に
知
ら
れ
て
お
り
、

単
に
書
記scriba

と
略
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
他
に
も
按
察

官aedilis

や
神
官
団
な
ど
の
下
で
働
い
て
い
た
書
記
・
書
写
係
が
知

ら
れ
て
い
る
。
帝
政
前
期
に
は
碑
文
や
文
献
史
料
か
ら
書
記
・
書
写

係
の
活
動
が
知
ら
れ
て
お
り
、
三
つ
の
十
人
組decuria

を
形
成
し

て
い
た
と
さ
れ
る
。
帝
政
後
期
に
も
そ
の
名
称
に
変
化
は
な
か
っ
た

も
の
の
、
そ
の
役
割
は
大
き
く
変
容
し
て
い
た
。
書
記
・
書
写
係
は

元
老
院
の
事
務
局
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
ほ
か
、
各
州
に
も
人

員
が
配
置
さ
れ
、
本
法
典
第
一
四
巻
第
一
章
の
諸
法
文
に
も
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
州
総
督
の
下
僚
と
は
区
別
さ
れ
る
特
権
的
な
地
位
に
あ
っ
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法
政
史
学　

第
七
十
七
号

六
二

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
、T

h. M
om

m
sen, Röm

isches 

Staatsrecht, vol. 1 

（L
eipzig 1887

）, pp. 346-356, 368-371; A
. 

H
. M

. Jones, Studies in Rom
an G

overnm
ent and Law

 

（O
xford 

1960
）, pp. 153-158

を
参
照
。

　

 

　

そ
れ
に
対
し
、G

othofredus, ad h. l.

で
は
書
記scriba

と
書
写

係librarius
の
間
に
コ
ン
マ
を
打
ち
、
両
者
を
別
の
も
の
と
理
解
し

て
い
る
。Berger, Encyclopedic D

ictionary 

（
法
文
○22
註（
3
）所
引
）, 

s. v.

［Scriba

］
に
よ
れ
ば
、
文
書
管
理
や
書
写
の
み
を
お
こ
な
う
書

写
係
に
対
し
、
文
書
の
起
草
等
も
行
う
書
記
の
方
が
よ
り
高
い
地
位

に
あ
り
、
書
記scriba

が
書
写
係librarius

の
役
割
を
果
た
す
場
合

にscriba librarius

と
呼
ば
れ
た
と
い
う
。

（
3
）　

m
ilitares intercessiones. G

othofredus, ad h. l.

に
よ
れ
ば
、

「
介
入
」
と
訳
し
たintercessiones

は
、
州
総
督
下
僚rectorum

 

apparitores 

に
よ
る
業
務
遂
行executiones
の
こ
と
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
本
法
文
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
民
事
訴
訟
や
文
書
発

給
事
務
を
書
記
・
書
写
係
や
コ
ー
ン
ス
ル
先
導
吏
の
十
人
組
と
州
総

督
下
僚
の
ど
ち
ら
が
担
当
す
る
か
、
と
い
う
点
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
恐
ら
く
、
そ
れ
に
伴
う
手
数
料
収
入
を
両
者
が
争
っ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
国
家
公
務
と
訳
すm

ilitia

に
つ
い
て
は
、
法
文
○203
註

（
3
）
お
よ
び
法
文
○226
註
（
4
）
を
参
照
。

（
4
）　

liberales 
causae. 

自
由
身
分
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
法
文
○177
註

（
1
）
参
照
。

○325  

第
一
二
巻
第
一
章
第
二
一
法
文

同
（
＝
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
）
帝
が
道
長
官
フ
ェ
ー
リ
ー 

ク
ス

 （
1
）

に
〈
宣
示
す
〉。

　

ア
ー
フ
リ
カ
の
都
市
参
事
会
員
た
ち
が
、
自
分
た
ち
の
集
団
の
中

で
一
部
の
者
た
ち
が
、
神
官
や
祭
司

 （
2
）

の
栄
誉
あ
る
い
は
公
職
の
全
て

の
標
章
を
経
た
後
に
、
各
都
市
参
事
会
に
お
い
て
功
績
と
位
階
の
劣

る
者
た
ち
が
果
た
す
習
慣
と
な
っ
て
い
た
宿
駅

 （
3
）

の
長
に
な
る
よ
う
強

制
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
不
満
を
示
し
た
の
で
、
前
述
の
栄
誉
に
よ
っ

て
輝
き
立
つ
者
は
何
ぴ
と
も
、
先
述
の
責
務
を
強
制
さ
れ
な
い
よ
う

我
等
は
命
じ
る
。
我
等
の
判
断
で
不
正
が
な
さ
れ
た
と
見
な
さ
れ
な

い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
。

　

コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
と
ア
ル
ビ
ー
ヌ
ス
が
コ
ー
ン
ス
ル
の
年

の
八
月
四
日
ウ
ィ
ー
ミ
ナ
ー
キ
ウ
ム

 （
4
）

で
付
与
す
。

（
1
）　

F
elix. 

三
三
三
～
三
三
六
年
に
ア
ー
フ
リ
カ
道
長
官
を
務
め
た
。

法
文
○212
、
○236
、
○305
、
の
名
宛
人
と
考
え
ら
れ
る
。cf. 

PLRE
. 

i, 
pp. 

331f. 

（F
elix 2

）.
（
2
）　

 flam
onium

 et sacerdotium
. G

othofredus, ad h. l.

に
よ
れ
ば
、

神
官flam

en

は
都
市
の
職
務
で
あ
る
の
に
対
し
、
祭
司sacerdos

は
州
会
議
で
皇
帝
礼
拝
を
担
う
も
の
だ
っ
た
と
さ
れ
る
。
な
お
、
帝
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テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
典 

（C
odex T

heodosianus

） （
二
○
）（
後
藤
）

六
三

政
後
期
の
ア
ー
フ
リ
カ
諸
都
市
の
神
官
は
、
都
市
政
務
官
の
階
梯
の

中
で
は
概
ね
二
人
官
と
都
市
監
督
官
の
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
都
市

参
事
会
員
層
の
中
で
も
そ
の
地
位
は
比
較
的
高
か
っ
た
。
詳
し
く
は
、

L
epelley, Les cités de l’Afrique rom

aine au Bas-Em
pire I 

（
法
文

○238
註
（
2
）
所
引
）, 

pp. 
165-167

を
参
照
。
ま
た
、
州
会
議
に
は

諸
都
市
か
ら
代
表
者
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
。
ア
ー
フ
リ
カ
州
会
議
で

の
皇
帝
礼
拝
は
、
当
初
は
神
官flam

en

に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た

が
、
一
世
紀
後
半
か
ら
二
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
あ
る
時
期
に
祭
司

sacerdos

に
変
化
し
た
と
さ
れ
る
。
都
市
単
位
の
皇
帝
礼
拝
で
一
般

的
だ
っ
た
神
官flam

en

に
対
す
る
優
位
を
明
確
化
す
る
た
め
、
あ

る
い
は
カ
ル
タ
ー
ゴ
ー
に
お
け
る
他
の
神
々
の
祭
祀
と
の
関
係
、
と

い
っ
た
理
由
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
、D

. F
ishw

ick, The 

Im
perial C

ult in the Latin W
est, vol. I/2 

（L
eiden, N

ew
 Y

ork 

and K
öln 1993

）, pp. 257-268

を
参
照
。

（
3
）　

m
ansio. 

宿
駅
は
、
帝
国
内
を
公
用
で
旅
す
る
者
た
ち
の
た
め
に
整

備
さ
れ
た
公
共
便cursus publicus

の
仕
組
み
の
中
で
重
要
な
役
割

を
果
た
し
た
施
設
で
あ
る
。
主
要
な
街
道
沿
い
の
都
市
や
中
継
点
に

設
置
さ
れ
、
宿
泊
施
設
を
備
え
た
比
較
的
大
規
模
な
施
設
をm

ansio

と
、交
代
用
の
牛
馬
を
提
供
す
る
だ
け
の
施
設
をm

utatio

と
呼
ん
だ
。

宿
駅
の
維
持
・
管
理
は
、
そ
の
宿
駅
が
位
置
す
る
州
の
収
入
に
よ
っ

て
賄
わ
れ
、
そ
の
建
設
・
修
理
は
州
総
督
の
責
務
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

そ
の
運
営
は
州
総
督
庁
を
退
職
し
た
元
役
人
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
ほ

か
、
本
法
文
に
あ
る
よ
う
に
、
都
市
参
事
会
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た

都
市
参
事
会
員
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。cf. Jones, LRE

., 

pp. 831f. 

（
4
）　

G
othofredus, ad h. l.

に
よ
れ
ば
、
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス

帝
は
三
三
五
年
七
月
末
に
は
即
位
三
〇
周
年
を
祝
う
た
め
に
コ
ー
ン

ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ノ
ポ
リ
ス
に
滞
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
八
月
四

日
に
ウ
ィ
ー
ミ
ナ
ー
キ
ウ
ム
に
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
。

ま
た
、
本
法
文
の
名
宛
人
が
ア
ー
フ
リ
カ
道
長
官
だ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
ウ
ィ
ー
ミ
ナ
ー
キ
ウ
ム
で
「
受
領
」
し
た
と
修
正

す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
と
し
、
ウ
ィ
ー
ミ
ナ
ー
キ
ウ
ム
と
い
う

地
名
は
誤
り
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
他
方
、Seeck, 

Regesten, 

p. 83

は
、
ウ
ィ
ー
ミ
ナ
ー
キ
ウ
ム
と
い
う
地
名
は
修
正
し
て
い
な
い
。

法
文
○318
と
○319
か
ら
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
帝
が
前
年
の
三
三
四

年
夏
に
ド
ナ
ウ
地
方
を
訪
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
そ
れ
と
関

連
付
け
て
本
法
文
の
年
代
も
三
三
四
年
と
し
て
い
る
。

○326  

第
一
六
巻
第
八
章
第
五
法
文

　

同
（
＝
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
）
帝
が
道
長
官
フ
ェ
ー
リ
ー

ク
ス

 （
1
）

に
〈
宣
示
す
〉。

　

前
略
。
ユ
ダ
ヤ
教
徒
ら
が
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
徒
と

な
っ
た
者
に
対
し
、
そ
の
平
穏
を
乱
し
た
り
、
何
ら
か
の
不
正
を
用

い
て
攻
撃
し
た
り
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
犯
さ
れ
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法
政
史
学　

第
七
十
七
号

六
四

た
過
ち
の
性
質
ゆ
え
に
、
こ
の
種
の
攻
撃
は
罰
せ
ら
れ
る
べ
し

 

（
2
）

。
後

略
。

　

一
○
月
二
二
日
に
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ノ
ポ
リ
ス
で
付
与
し
、

ネ
ポ
ー
テ
ィ
ア
ー
ヌ
ス
と
フ
ァ
ー
ク
ン
ド
ゥ
ス
が
コ
ー
ン
ス
ル
の
年

の
五
月
八
日
に
掲
示
す

 （
3
）

。

　
（
1
）　

F
elix. 

道
長
官
フ
ェ
ー
リ
ー
ク
ス
に
つ
い
て
は
、
前
掲
法
文
○325
註

（
1
）
参
照
。

（
2
）　

istiusm
odi contum

elia punienda. 

な
お
、
法
文
○43
（
本
法
文
と

同
じ
第
一
六
巻
第
八
章
の
第
一
法
文
）
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
か
ら
キ
リ
ス

ト
教
に
改
宗
し
た
者
を
「
石
や
他
の
狂
気
〈
に
か
ら
れ
た
行
為
〉」
で

襲
っ
た
ユ
ダ
ヤ
教
徒
は
、
加
担
者
と
も
ど
も
焚
刑
に
処
さ
れ
る
べ
き

こ
と
を
定
め
て
い
る
。

（
3
）　

D
A

T
. 

X
I 

K
A

L
. 

N
O

V
. 

C
O

N
ST

A
N

(T
IN

O
)P

(O
L
I), 

P
(R

O
)- 

P
(O

SIT
A

) 
V

III 
ID

. 
M

A
I. 

N
E

P
O

T
IA

N
O

 
E

T
 
F

A
C

V
N

D
O

 

C
O

N
SS. 

 

ネ
ポ
ー
テ
ィ
ア
ー
ヌ
ス
と
フ
ァ
ー
ク
ン
ド
ゥ
ス
が
コ
ー
ン

ス
ル
の
年
と
は
三
三
六
年
。
こ
のsubscriptio

に
つ
い
て
は
、
次
掲

法
文
○327
註
（
2
）
を
参
照
。

  ○327  

第
一
六
巻
第
九
章
第
一
法
文

　

コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
帝
が
道
長
官
フ
ェ
ー
リ
ー
ク
ス

 （
1
）

に 

〈
宣
示
す
〉。

　

ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
何
ぴ
と
か
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
あ
る
い
は
何
で
あ

れ
他
の
宗
徒
で
あ
る
奴
隷
を
購
入
し
、
割
礼
を
施
し
た
と
き
は
、
そ

の
者
は
決
し
て
、
割
礼
を
施
さ
れ
た
者
を
奴
隷
の
ま
ま
に
と
ど
め
置

い
て
は
な
ら
ず
、
こ
れ
を
耐
え
忍
ん
だ
者
は
自
由
の
特
権
を
得
る
べ

し
。
後
略
。

　

一
○
月
二
一
日
に
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ノ
ポ
リ
ス
で
付
与
し
、

ネ
ポ
ー
テ
ィ
ア
ー
ヌ
ス
と
フ
ァ
ー
ク
ン
ド
ゥ
ス
が
コ
ー
ン
ス
ル
の
年

の
五
月
八
日
に
カ
ル
タ
ー
ゴ
ー
で
掲
示
す

 （
2
）

。

（
1
）　

F
elix. 

道
長
官
フ
ェ
ー
リ
ー
ク
ス
に
つ
い
て
は
、
法
文
○325
註
（
1
）

参
照
。

（
2
）　

D
A

T
. X

II K
A

L
. N

O
V

. C
O

N
ST

A
N

T
IN

(O
)P

(O
L
I); P

(R
O

)- 

P
(O

SIT
A

) V
III ID

. M
A

I. C
A

R
T

(H
A

)G
(IN

E
) N

E
P
O

T
IA

N
O

 

E
T

 F
A

C
V

N
D

O
 C

O
N

SS.  

本
法
文
と
前
掲
法
文
○326
は
、
付
与
月
日

は
一
日
違
う
も
の
の
、
名
宛
人
と
掲
示
年
月
日
が
同
一
で
あ
る
。
ま

た
、
シ
ル
モ
ン
勅
法
集C

onstitutiones Sirm
ondianae 

の
第
四
法
文

は
、
こ
れ
ら
二
法
文
と
同
内
容
を
含
む
、
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ

ス
帝
が
道
長
官
フ
ェ
ー
リ
ー
ク
ス
に
宛
て
た
勅
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
本
法
文
と
前
掲
法
文
○326
は
、
元
は
単
一
の
勅
法
で
あ
っ
た
も
の

が
、
本
法
典
編
纂
時
に
別
々
の
章
に
分
割
し
て
抄
録
さ
れ
た
も
の
と

考
え
て
よ
い
。
な
お
、C

onstitutiones Sirm
ondianae 

第
四
法
文
の
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テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
典 

（C
odex T

heodosianus

） （
二
○
）（
後
藤
）

六
五

subscriptio

は
、D

A
T

A
 X

II K
A

L
. N

O
V

E
M

B
., P

R
O

P
O

SIT
A

 

V
II 

ID
. 

M
A

R
T

. 
C

A
R

T
H

A
G

IN
E

 
N

E
P

O
T

IA
N

O
 

E
T

 

F
A

C
V

N
D

O
 C

O
N

SS. 

と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
コ
ー
ン
ス
ル
年

は
こ
れ
ら
二
法
文
と
同
じ
で
、
付
与
月
日
は
本
法
文
と
同
じ
一
○
月

二
一
日
（X

II K
A

L
. N

O
V

E
M

B
. 

法
文
○326
で
は
一
○
月
二
二
日 X

I 

K
A

L
. N

O
V

.
）。法
文
○326
と
本
法
文
に
あ
る
付
与
地
の
記
載
は
な
い
が
、

掲
示
地
は
こ
れ
ら
二
法
文
と
同
じ
カ
ル
タ
ー
ゴ
ー
で
あ
る
。
た
だ
し

掲
示
月
日
は
、
二
法
文
が
五
月
八
日
（V

III 
ID

. 
M

A
I

）
で
一
致
し

て
い
る
の
に
対
し
、
三
月
九
日
（V

II 
ID

. 
M

A
R

T
.

）
と
な
っ
て
い

る
。
三
者
の
テ
キ
ス
ト
比
較
と subscriptio

に
お
け
る
食
い
違
い
に

つ
い
て
は
、John F

. M
atthew

s, Laying D
ow

n the Law
: A Study 

of the Theodosian C
ode 

（N
ew

 H
aven and L

ondon, 2000

）, pp. 

145-147; 
163 

を
見
よ
。subscriptio
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
細
か

い
食
い
違
い
は
、M

atthew
s

が
言
う
よ
う
に
（op. cit., p. 63

）、
筆

写
時
に
起
き
た
か
、
あ
る
い
は
、
法
文
○326
な
ら
び
に
本
法
文
の
テ
キ

ス
ト
とSirm

. 
4

の
テ
キ
ス
ト
が
、
元
の
勅
法
の
別
々
の
写
し
に
由

来
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
コ
ー
ン
ス
ル
年
を
付
与
月
日
に
か
け
る
の

はG
othofredus

の
み
で
、M

om
m

sen; Seeck, Regesten, p. 183; 

B
arnes, N

ew
 Em

pire, p. 79; PLRE
. i, p. 332 

（F
elix 2

） 

は
い
ず

れ
も
、
元
の
勅
法
の
付
与
月
日
を
三
三
五
年
一
○
月
二
一
日
と
す

る
。
カ
ル
タ
ー
ゴ
ー
で
の
掲
示
月
日
に
つ
い
て
は
、Seeck, loc. cit.; 

PLRE
., loc. cit. 

が
三
三
六
年
三
月
九
日
と
す
る
。M

atthew
s, op. 

cit., p. 147

は
、
付
与
さ
れ
た
の
が
三
三
五
年
一
○
月
、
掲
示
さ
れ
た

の
が
三
三
六
年
三
月
あ
る
い
は
五
月
、
と
す
る
に
と
ど
め
て
い
る
。

三
三
六
年

○328  

第
四
巻
第
六
章
第
二
法
文

　
［
…
…
］
を
な
し
た
り
、
ま
た
は
、
そ
の
者
ら
の
名
で
取
得
し
た

の
で
あ
れ
ば
、
嫡
出
の
卑
属
が
す
べ
て
受
け
と
る
こ
と
。
し
か
し
、

も
し
、
嫡
出
の
子
た
ち
も
同
父
の
兄
弟
姉
妹
も
父
も
い
な
い
の
で
あ

れ
ば
、
す
べ
て
国
庫
の
所
有
に
帰
す
る
も
の
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

至
聖
な
る
勅
答
を
通
じ
て
位
階
の
頂
点
に
登
っ
た
リ
キ
ニ
ア
ー
ヌ
ス

の
息
子

 （
1
）

か
ら
も
す
べ
て
の
資
産
が
没
収
さ
れ
、
こ
の
法
に
従
っ
て
国

庫
に
帰
属
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
。
リ
キ
ニ
ア
ー
ヌ
ス
の
息
子
は
鞭
打
た

れ
た
う
え
で
、
足
枷
に
繋
が
れ
、
そ
の
出
生
の
本
来
〈
の
地
位
〉
に

戻
さ
れ
る
こ
と
。

　

ネ
ポ
ー
テ
ィ
ア
ー
ヌ
ス
と
フ
ァ
ー
ク
ン
ド
ゥ
ス
が
コ
ー
ン
ス
ル
の

年
の
四
月
二
九
日
カ
ル
タ
ー
ゴ
ー
で
朗
読
す
。

（
1
）　

本
法
文
お
よ
び
法
文
○331
が
言
及
す
る
「
リ
キ
ニ
ア
ー
ヌ
ス
の
息
子
」

は
、
リ
キ
ニ
ウ
ス
帝
が
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
帝
の
姉
妹
コ
ー

ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ア
か
ら
も
う
け
た
嫡
出
の
息
子
（
三
一
七
年
に
副
帝

と
な
っ
た
）
で
は
な
く
、
奴
隷
出
自
と
思
わ
れ
る
も
う
一
人
の
息
子

の
ほ
う
で
あ
る
。A

. C
hastagnol, P

ropos sur L
icinius le jeune, 
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法
政
史
学　

第
七
十
七
号

六
六

Bulletin de la Société française de N
um

ism
atique, 

27 

（1972

）, 

pp. 264f.

は
「
至
聖
な
る
勅
答
を
通
じ
て
位
階
の
頂
点
に
登
っ
た per 

rescriptum
 sanctissim

um
 dignitatis culm

en ascendit

」
の
一

節
を
、
勅
答
を
通
じ
て
お
そ
ら
く
は
ク
ラ
リ
ッ
シ
ミ
ー
級
の
位
階
に

登
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
理
解
す
る
。Chastagnol

の
こ
の
解
釈
に
従
っ

て
、
本
法
文
で
は
さ
し
あ
た
りdignitas

を
「
位
階
」
と
訳
し
た
が
、

他
方PLRE

. i, p. 510 

（V
al. L

icinianus L
icinius 4

） 

は
、
勅
答
を

通
じ
て
「
リ
キ
ニ
ア
ー
ヌ
ス
の
息
子
」
が
嫡
出
子
の
地
位
と
さ
れ
た

と
理
解
し
て
お
り
、
こ
の
解
釈
に
従
え
ば
、dignitas

は
ク
ラ
リ
ッ

シ
ミ
ー
級
と
い
っ
た
よ
う
な
政
治
的
身
分
で
は
な
く
、
嫡
出
子
と
い

う
社
会
的
身
分
の
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
場
合dignitas

は
「
威
厳
」
と
訳
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
本
法
文
お
よ
び
法
文

○331
の
法
的
・
政
治
的
背
景
に
つ
い
て
は
、
船
田
『
ロ
ー
マ
法
』
第
四

巻
（
法
文
○104
註
（
2
）
所
引
）、
一
七
三
～
一
七
四
頁
も
参
照
の
こ
と
。

○329  

第
一
三
巻
第
五
章
第
八
法
文

　

同
（
＝
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
）
帝
が
セ
ウ
ェ
ー
ル
ス

 （
1
）

に
〈
宣

示
す
〉。

　

ヒ
ス
パ
ー
ニ
ア
諸
州
の
「
船
主
」
た
ち

 

（
2
）

が
正
規
外
の
務
め

 

（
3
）に

充
て

ら
れ
た
り
、
ど
こ
か
に
引
き
留
め
ら
れ
て
遅
れ
を
蒙
っ
た
り
す
る

こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、「
船
主
」
た
ち
は

一
〇
日
以
内
に
収
税
人

 （
4
）

か
ら
、
引
き
渡
さ
れ
た
税
目
に
関
す
る
受
領

書
を
受
け
取
り
、
ど
こ
か
の
島
や
港
や
岸
や
碇
泊
地

 （
5
）

に
立
ち
寄
っ
た

と
き
に
は
、
そ
の
受
領
書
を
提
示
し
て
、
一
切
の
迷
惑
を
蒙
る
こ
と

が
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。

　

ネ
ポ
ー
テ
ィ
ア
ー
ヌ
ス
と
フ
ァ
ー
ク
ン
ド
ゥ
ス
が
コ
ー
ン
ス
ル
の

年
の
五
月
一
九
日
に
付
与
す

 （
6
）

。

（
1
）　

Severus. 

法
文
○306
、
○307
、
○314
で
ヒ
ス
パ
ー
ニ
ア
諸
州
の
総
監
セ

ウ
ェ
ー
ル
ス
な
る
人
物
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、Seeck, 

Regesten, 
p. 

184; PLRE
. i, p. 831 

（SE
V

E
R

V
S 4

）; B
arnes, N

ew
 Em

pire, p. 

145

は
い
ず
れ
も
、
ヒ
ス
パ
ー
ニ
ア
諸
州
の
「
船
主
」
に
関
す
る
本
法

文
の
名
宛
人
を
こ
の
セ
ウ
ェ
ー
ル
ス
と
同
定
す
る
。

（
2
）　

navicularii. 

「
船
主
」
に
つ
い
て
は
、
法
文
○14
註
（
2
）
参
照
。

（
3
）　

extraordinaria officia. G
othofredus, ad h. l.

は
、
法
文
○192
の

extraordinarium
 
onus

や
、
法
文
○242
のaliud 

m
unus

と
の
関
連

を
指
摘
す
る
。
法
文
○192
註
（
3
）
も
参
照
。

（
4
）　

susceptor. 

収
税
人
に
つ
い
て
は
、
法
文
○154
と
そ
の
註
（
2
）、
法

文
○212
註
（
2
）
参
照
。

（
5
）　

insulae 
portus 

litora 
stationes. 

statio

と
い
う
語
は
、
公
共

便
の
宿
駅
の
ほ
か
、
河
川
・
海
の
碇
泊
地
や
、
同
郷
の
商
人
た
ち
の

集
会
所
な
ど
も
意
味
す
る
多
義
語
で
あ
る
。G

othofredus, ad h. l.; 
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テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
典 

（C
odex T

heodosianus

） （
二
○
）（
後
藤
）

六
七

B
erger, Encyclopedic D

ictionary 

（
法
文
○22
註
（
3
）
所
引
）, s. v. 

[N
avigium

]; [Statio]; H
eum

ann/ Seckel, s. v. [Statio]. 

そ
の
た

め
、
本
法
文
に
お
け
るstationes

を
、
直
前
の
「
島
や
港
や
岸
」
と

並
ぶ
同
格
表
現
と
理
解
し
て
、「
島
や
港
や
岸
と
い
っ
た
宿
駅
」
と
訳

出
す
る
こ
と
も
文
法
的
に
可
能
で
あ
る
。
実
際
、
四
一
〇
年
に
出
さ

れ
た
第
七
巻
第
一
六
章
第
二
法
文
中
の
港
湾
を
列
挙
す
る
箇
所
で
も
、

statio

を
同
格
と
し
て
理
解
す
る
余
地
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

 

　

し
か
し
、J. R

ougé, Recherches sur l’organisation du com
m

erce 

m
aritim

e en M
éditerranée sous l’Em

pire Rom
ain 

（P
aris, 1966

）, 

pp. 117f.; idem
, P

orts et escales dans l ‘em
pire tardif, in: 

La navigazione m
editerranea nell’Alto M

edioevo: 14-20 aprile 

1977, vol. I 

（Spoleto, 1978

） [Settim
ane di studio del C

entro 

Italiano di studi sull ‘A
lto M

edioevo 25], pp. 70f.

が
指
摘
し
て

い
る
よ
う
に
、
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
に
よ
る
『
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
註
解
』II 

23

お
よ
びX

 
297

、
ヒ
ス
パ
リ
ス
の
イ
ー
シ
ド
ー
ル
ス
『
語
源
論
』

X
IV

 8. 39f.

はportus

とstatio

の
違
い
を
説
明
し
て
い
る
。
そ
こ

で
は
、portus

が
冬
季
の
嵐
を
避
け
る
た
め
の
大
規
模
な
施
設
を
擁

す
る
港
を
意
味
す
る
の
に
対
し
、statio

は
そ
う
い
っ
た
防
御
施
設
を

欠
く
一
時
的
な
寄
港
地
を
指
し
示
す
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

 

　

し
た
が
っ
て
、
本
法
文
の
翻
訳
に
お
い
て
は
上
述
の
よ
う
な
古
典

史
料
の
語
義
解
釈
を
尊
重
し
て
、
小
規
模
の
港
湾
と
い
う
意
味
で
の

「
碇
泊
地
」
と
訳
出
し
た
。

（
6
）　

写
本
上
は
三
三
六
年
の
コ
ー
ン
ス
ル
年
を
示
す
点
で
一
致
し
て

お
り
、Seeck, 

Regesten, 
p. 

184

お
よ
びB

arnes, 
N

ew
 Em

pire, 

p. 
145

は
本
法
文
の
付
与
年
を
写
本
ど
お
り
に
理
解
す
る
。
し
か

し
、PLRE

. i, p. 831 

（SE
V

E
R

V
S 4

）
は
次
の
よ
う
な
考
え
か
ら
、

写
本
上
の
裏
付
け
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
法
文
の
付
与
年
を

三
三
五
年
に
変
更
し
て
い
る
。

　

 

　

す
な
わ
ち
、
註
（
1
）
で
見
た
よ
う
に
本
法
文
の
名
宛
人
セ
ウ
ェ
ー

ル
ス
は
ヒ
ス
パ
ー
ニ
ア
諸
州
の
総
監
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
ヒ
ス

パ
ー
ニ
ア
諸
州
の
総
監
と
は
諸
州
を
統
轄
す
る
管
区
の
長
で
あ
り
、

管
区
代
官
に
相
当
す
る
官
職
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
三
三
五
年
七
月

一
五
日
に
付
与
さ
れ
た
法
文
○330
で
は
名
宛
人
と
し
て
ヒ
ス
パ
ー
ニ
ア

諸
州
の
管
区
代
官
テ
ィ
ベ
リ
ア
ー
ヌ
ス
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

職
掌
か
ら
考
え
て
、
こ
の
テ
ィ
ベ
リ
ア
ー
ヌ
ス
は
セ
ウ
ェ
ー
ル
ス
の

後
任
と
考
え
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
、
管
区
を
担
当
す
る
官
職
者
の
交
代

を
整
合
的
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
本
法
文
の
付
与
年
を
一
年
前
に

ず
ら
す
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

 

　

な
お
、
法
文
○330
のsubscriptio

と
付
与
年
の
問
題
に
つ
い
て
は
法

文
○330
註
（
4
）
を
参
照
。

○330  

第
三
巻
第
五
章
第
六
法
文

　
（
同
［
＝
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
］
帝
が
ヒ
ス
パ
ー
ニ
ア
諸

州
の
管
区
代
官
テ
ィ
ベ
リ
ア
ー
ヌ
ス

 （
1
）

に
）〈
宣
示
す
〉。
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法
政
史
学　

第
七
十
七
号

六
八

　

我
等
は
以
下
の
よ
う
に
定
め
る
。
婚
約
者
（
男
）
か
ら
婚
約
者
（
女
）

に
物
が
贈
与
さ
れ
、
く
ち
づ
け
が
交
わ
さ
れ
た
が

 

（
2
）

、
婚
姻
前
に
彼
ま

た
は
彼
女
が
死
亡
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
贈
与
さ
れ
た
物
の
半
分

は
生
き
残
っ
た
者
に
帰
属
し
、
他
の
半
分
は
、
い
か
な
る
親
等
で
あ

れ
、
ま
た
い
か
な
る
権
利
に
基
づ
い
て
相
続
す
る
の
で
あ
れ
、
亡
く

な
っ
た
男
あ
る
い
は
女
の
相
続
人
に
帰
属
す
る
も
の
と
す
る
。
そ
の

結
果
、
贈
与
は
半
分
に
つ
い
て
は
有
効
で
、
半
分
に
つ
い
て
は
撤
回

さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る

 （
3
）

。
し
か
し
、く
ち
づ
け
が
交
わ
さ
れ
な
か
っ

た
場
合
は
、
婚
約
者
（
男
）
が
亡
く
な
っ
た
の
で
あ
れ
婚
約
者
（
女
）

が
亡
く
な
っ
た
の
で
あ
れ
、
贈
与
全
体
が
無
効
と
さ
れ
、
贈
与
者
た

る
婚
約
者
（
男
）
な
い
し
彼
の
相
続
人
に
返
還
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

　

⑴　

し
か
し
も
し
、
ま
れ
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
婚
約
者
（
女
）

が
婚
約
の
名
目
で
何
か
を
婚
約
者
（
男
）
に
与
え
、
彼
ま
た
は
彼
女

が
婚
姻
前
に
死
亡
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
く
ち
づ
け
が
交
わ
さ
れ

て
い
よ
う
と
い
ま
い
と
贈
与
全
体
が
無
効
と
さ
れ
、
贈
与
さ
れ
た
物

の
所
有
権
は
贈
与
者
た
る
婚
約
者
（
女
）
な
い
し
彼
女
の
承
継
人
に

移
転
さ
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

七
月
一
五
日
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ノ
ポ
リ
ス
で
付
与
し
、
ネ

ポ
ー
テ
ィ
ア
ー
ヌ
ス
と
フ
ァ
ー
ク
ン
ド
ゥ
ス
が
コ
ー
ン
ス
ル
の
年
の

四
月
一
八
日
ヒ
ス
パ
リ
ス
で
受
領
す

 （
4
）

。

（
1
）　

T
iberianus. 

法
文
○238
註
（
1
）、
法
文
○329
註
（
6
）
を
参
照
。

（
2
）　

interveniente 
osculo. 

こ
の
く
ち
づ
けosculum

は
、
婚
約
式

の
場
で
証
人
た
ち
の
面
前
で
交
わ
さ
れ
、
正
式
な
婚
約
の
締
結
を
明

確
に
し
婚
約
の
合
意
を
い
っ
そ
う
強
化
す
る
も
の
と
し
て
、
婚
約
式

の
一
部
と
し
て
一
般
的
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

cf. J. E
vans G

rubbs, Law
 and Fam

ily in Late Antiquity 

（
法
文
○128

註
（
7
）
所
引
）, p. 171; S. T

reggiari, Rom
an M

arriage 

（
法
文
○152

註
（
2
）
所
引
）, p. 151. 

な
お
、G

othofredus, ad. h. l.

は
、
く
ち

づ
け
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
間
で
あ
い
さ
つ
や
祈
り
の
際
に
交
わ
さ
れ
、

ロ
ー
マ
人
や
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
間
で
は
婚
約
の
際
に
も
交
わ
さ
れ
て

い
た
と
し
て
、
く
ち
づ
け
の
有
無
に
よ
っ
て
婚
約
者
（
男
）
か
ら
の

贈
与
の
効
力
を
区
別
す
る
本
法
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
慣
行
に
由
来
す

る
と
解
す
る
が
、S. T

reggiari, op. cit., p. 152

は
、
婚
約
式
に
お

け
る
く
ち
づ
け
は
東
部
や
キ
リ
ス
ト
教
の
慣
行
と
い
う
よ
り
も
非
キ

リ
ス
ト
教
的
な
ロ
ー
マ
の
習
慣
に
由
来
す
る
と
す
る
説
を
支
持
し
て

お
り
、E

vans G
rubbs, op. cit., p. 178

も
、
そ
の
起
源
は
キ
リ
ス

ト
教
以
前
の
ロ
ー
マ
人
の
中
に
見
い
出
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。

（
3
）　

本
勅
法
は
、
贈
与
後
に
婚
約
者
の
一
方
が
死
亡
し
た
場
合
に
関
し

て
、
以
下
の
二
点
に
お
い
て
本
法
典
第
三
巻
第
五
章
第
二
法
文
（
法

文
○114
）
の
内
容
を
変
更
し
て
い
る
。
第
一
に
、
法
文
○114
で
は
婚
約
者

の
一
方
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
贈
与
は
無
効
と
さ
れ
、
贈
与
者
な
い

し
そ
の
相
続
人
へ
の
贈
与
全
体
の
返
還
が
認
め
ら
れ
て
い
た
（
法
文

○114
第
⑶
節
参
照
）
の
に
対
し
、
本
勅
法
は
、
婚
約
者
（
男
）
か
ら
婚
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テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
典 

（C
odex T

heodosianus

） （
二
○
）（
後
藤
）

六
九

約
者
（
女
）
に
贈
与
が
な
さ
れ
た
場
合
で
、
し
か
も
く
ち
づ
け
が
交

わ
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
婚
約
者
（
男
）
な
い
し
そ
の
相
続
人
へ

の
贈
与
の
返
還
は
半
分
し
か
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
。
第
二
に
、
法

文
○114
で
は
贈
与
の
返
還
を
受
け
う
る
相
続
人
の
親
等
が
「
父
親
」「
母

親
」「
以
前
の
結
婚
か
ら
の
子
ど
も
た
ち
が
い
れ
ば
そ
の
子
供
た
ち
」

の
範
囲
に
限
定
さ
れ
て
い
た
（
法
文
○114
第
⑷
節
参
照
）
の
に
対
し
、

本
勅
法
は
、「
い
か
な
る
親
等
で
あ
れ
」
と
し
て
そ
の
限
定
を
廃
止
し

た
。

（
4
）　

M
om

m
sen, 

V
ol. 

I/1, 
p. 

C
C

X
X

III

は
、subscriptio

に
お
け

る
本
勅
法
の
付
与
日
と
受
領
日
に
疑
問
符
を
付
し
、
付
与
年
に
つ
い

て
は
コ
ー
ン
ス
ル
年
を
も
と
に
三
三
六
年
と
解
し
て
い
る
。
こ
れ
に

対
し
、Seeck, Regesten, p. 183; PLRE
. i, p. 911

（C
. A

nnius 

T
iberianus 

4

）
は
、
お
そ
ら
く
は
、
受
領
年
月
日
をsubscriptio

通
り
三
三
六
年
四
月
一
八
日
と
し
、
七
月
一
五
日
と
い
う
付
与
日
は

そ
の
前
年
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
、
本
勅
法
は
三
三
五
年
に
付
与

さ
れ
た
と
解
す
る
。
な
お
、B

arnes, N
ew

 Em
pire, 

p. 
145, 

n. 
17

は
、
三
三
三
年
か
ら
三
三
六
年
ま
で
は
セ
ウ
ェ
ー
ル
ス
（
法
文
○329
註

（
1
）・（
6
）
参
照
）
が
ヒ
ス
パ
ー
ニ
ア
諸
州
の
総
監
を
務
め
て
お
り
、

三
三
七
年
と
三
四
〇
年
に
ヒ
ス
パ
ー
ニ
ア
管
区
を
統
轄
し
て
い
た
官

職
者
は
総
監
で
あ
っ
た
と
し
て
、
管
区
代
官
テ
ィ
ベ
リ
ア
ー
ヌ
ス
に

宛
て
ら
れ
た
本
法
文
は
三
三
二
年
七
月
に
付
与
さ
れ
た
も
の
と
想
定

す
る
が
、E

vans G
rubbs, op. cit., p. 170, n. 100

は
そ
の
よ
う
な

想
定
は
不
要
で
あ
る
と
し
て
、Seeck

やPLRE

と
同
様
に
三
三
五
年

を
付
与
年
と
し
て
い
る
。

○331  

第
四
巻
第
六
章
第
三
法
文

　

同
（
＝
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
）
帝
が
グ
レ
ー
ゴ
リ
ウ
ス

 （
1
）

に

〈
宣
示
す
〉。

　

も
し
も
、
元
老
院
議
員
も
し
く
は
ペ
ル
フ
ェ
ク
テ
ィ
ッ
シ
ミ
ー
級

の
者
、
ま
た
は
、
諸
都
市
に
お
い
て
二
人
官
職
や
五
年
〈
毎
の
二
人
〉

官
職

 

（
2
）

も
し
く
は
神
官
や
州
の
祭
司

 

（
3
）

の
栄
誉
が
称
揚
す
る
者
が
、
以

下
の
よ
う
な
女
か
ら
も
う
け
た
子
を
、
自
ら
の
意
思
ま
た
は
我
等
の

勅
答
に
基
づ
く
特
典
に
よ
り
、
嫡
出
子
と
し
て
持
つ
こ
と
を
望
む
な

ら
ば
、
こ
の
者
た
ち
は
不
名
誉
の
恥
辱
を
蒙
り
、
ロ
ー
マ
法
上
の
外

人
身
分
と
さ
れ
る
の
が
至
当
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
奴
隷
女
ま
た
は

奴
隷
女
の
娘
、
解
放
奴
隷
女
ま
た
は
解
放
奴
隷
女
の
娘―

ロ
ー
マ
市

民
身
分
と
な
っ
た
に
せ
よ
ラ
テ
ン
人
身
分
と
な
っ
た
に
せ
よ―

、
女

優
ま
た
は
女
優
の
娘
、
酒
楼
の
女
主
人
ま
た
は
酒
楼
の
主
人
の
娘
、

身
分
の
低
い
女
ま
た
は
品
位
の
な
い
女
、
女
衒
ま
た
は
闘
技
に
た
ず

さ
わ
る
者
の
娘
、
露
店
を
営
む
女
、
こ
の
よ
う
な
女
か
ら
も
う
け
た

子
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
子
ら
に
父
が
何
か
を
贈
っ

た
な
ら
ば
、
父
が
そ
の
子
ら
を
嫡
子
と
呼
ぼ
う
が
実
子
と
呼
ぼ
う
が
、

す
べ
て
の
も
の
が
〈
そ
の
よ
う
な
子
ら
か
ら
〉
取
り
あ
げ
ら
れ
て
、

〈
父
の
〉
嫡
出
子
、
兄
弟
姉
妹
、
ま
た
は
父
母
に
戻
さ
れ
る
よ
う
に

す
る
こ
と
。
他
方
、
そ
の
よ
う
な
妻
に
何
か
が
、
い
ず
れ
か
の
方
法
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史
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七
〇

に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
も
、
ま
た
は
購
入
に
よ
っ
て
譲
渡
さ
れ
て
も
、

そ
れ
も
ま
た
〈
彼
女
か
ら
〉
取
り
あ
げ
ら
れ
て
、
戻
さ
れ
る
こ
と
を

我
等
は
命
じ
る
。
ま
た
、
も
し
も
、
我
等
が
命
じ
る
と
こ
ろ
の
者
た

ち
に
戻
さ
れ
る
べ
き
何
か
が
、
ま
た
は
国
庫
に
戻
さ
れ
る
べ
き
何
か

が
、〈
妻
た
ち
に
よ
り
〉
争
わ
れ
た
り
、
預
け
ら
れ
た
も
の
と
主
張

さ
れ
た
り
す
る
な
ら
ば
、
節
度
の
な
い
男
た
ち
の
魂
を
そ
の
蠱
惑
に

よ
り
毒
し
た
女
た
ち
は
、
拷
問
に
か
け
ら
れ
る
こ
と
を
我
等
は
命
じ

る
。
し
た
が
っ
て
、
父
と
呼
ば
れ
る
者
自
身
、
そ
の
他
の
者
、
ま
た

は
代
理
人
に
よ
っ
て
贈
ら
れ
た
り
、
父
と
呼
ば
れ
る
者
、
ま
た
は
そ

の
他
の
者
か
ら
購
入
さ
れ
た
り
、
そ
の
者
ら
の
名
義
で
買
い
集
め
ら

れ
た
り
し
た
も
の
は
、
た
だ
ち
に
取
り
あ
げ
ら
れ
て
、
我
等
が
命
じ

る
と
こ
ろ
の
者
た
ち
に
戻
さ
れ
る
か
、〈
該
当
者
が
〉
存
在
し
な
い

な
ら
ば
、
国
庫
の
所
有
に
帰
せ
ら
れ
る
こ
と
。
た
だ
し
、〈
該
当
者
が
〉

存
在
し
、
そ
の
場
に
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
約
定
ま
た
は
宣
誓
に

縛
ら
れ
て
い
る
身
で
あ
る
が
ゆ
え
に
訴
え
る
こ
と
を
望
ま
な
い
の
で

あ
れ
ば
、
国
庫
が
す
べ
て
を
遅
延
な
く
奪
取
す
る
。〈
該
当
者
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
〉
黙
し
て
語
ら
ぬ
者
た
ち
に
は
、
国
庫
に
対
す

る
抗
弁
の
た
め
に
二
ヶ
月
の
期
間
が
画
さ
れ
る
べ
し
。〈
該
当
者
が
〉

そ
の
期
間
内
に
、
取
り
戻
さ
な
か
っ
た
り
、
取
り
戻
す
た
め
に
州
総

督
に
請
願
し
な
か
っ
た
り
し
た
な
ら
ば
、
四
倍
額
の
罰
金
〈
を
科
す

る
と
い
う
条
件
〉
の
も
と
、
厳
し
い
審
問
を
通
じ
て
、
贈
ら
れ
た
も

の
や
預
け
ら
れ
た
も
の
を
徹
底
調
査
し
た
う
え
で
、
不
純
な
気
前
の

よ
さ
が
そ
の
よ
う
な
子
や
妻
に
与
え
た
も
の
す
べ
て
を
我
等
の
国
庫

が
奪
取
す
る
。
な
お
、
逃
亡
の
末
に
逮
捕
さ
れ
た
リ
キ
ン
ニ
ア
ー
ヌ

ス
の
息
子
は
、
足
枷
に
繋
が
れ
て
、
カ
ル
タ
ー
ゴ
ー
の
織
物
工
房
で

の
奴
役
の
刑
に
処
さ
れ
る
こ
と
。

　

ネ
ポ
ー
テ
ィ
ア
ー
ヌ
ス
と
フ
ァ
ー
ク
ン
ド
ゥ
ス
が
コ
ー
ン
ス
ル
の

年
の
七
月
二
一
日
カ
ル
タ
ー
ゴ
ー
で
朗
読
す

 （
4
）

。

（
1
）　

G
regorius. PLRE

. 
i, 

p. 
403

（G
regorius 

3

）
は
、
本
法
文
が

カ
ル
タ
ー
ゴ
ー
で
読
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、O

ptatus, 
III, 

3

が
反
ド
ー
ナ
ー
ト
ゥ
ス
派
教
会
策
を
と
っ
たpraefectus

と
し
て

G
regorius

の
名
を
伝
え
て
い
る
こ
と
等
か
ら
、
三
三
六
～
三
三
七
年

に
在
ア
ー
フ
リ
カ
の
道
長
官
で
あ
っ
た
と
す
る
。

（
2
）　

quinquennalitas. 

法
文
○168
註（
3
）参
照
。
な
お
、法
文
○168
で
は「
五

年
祭
担
当
政
務
官
」
と
訳
し
た
が
、
そ
の
職
掌
に
は
五
年
毎
の
記
念

祭
執
行
の
他
に
も
種
々
の
役
務
が
含
ま
れ
る
た
め
、「
五
年
〈
毎
の
二

人
〉
官
職
」
と
訳
し
直
し
た
。

（
3
）　

flam
onium

 
vel 

sacerdotium
 

provinciae. 

法
文
○325
註
（
2
）

参
照
。

（
4
）　

似
た
内
容
の
法
文
が
同
じ
カ
ル
タ
ー
ゴ
ー
の
地
で
別
々
の
日

に
、
す
な
わ
ち
四
月
二
九
日
（
法
文
○328
）
と
七
月
二
一
日
（
本
法

文
）
に
読
み
上
げ
ら
れ
た
背
景
と
し
て
、C

hastagnol, P
ropos sur 
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テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
典 

（C
odex T

heodosianus

） （
二
○
）（
後
藤
）

七
一

L
icinius le jeune 

（
法
文
○328
註
（
1
）
所
引
）, pp. 264f.

は
、
法
文

○328
で
リ
キ
ニ
ア
ー
ヌ
ス
の
息
子
の
資
産
を
国
庫
に
没
収
し
、
出
生
の

本
来
の
地
位
で
あ
る
奴
隷
身
分
に
戻
す
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
が
、
そ

の
直
後
の
リ
キ
ニ
ア
ー
ヌ
ス
の
息
子
の
逃
亡
・
逮
捕
を
う
け
て
、
さ

ら
に
本
法
文
で
彼
に
カ
ル
タ
ー
ゴ
ー
の
織
物
工
房
で
の
奴
役
の
刑
を

科
す
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
と
推
測
し
て
い
る
。

○332  

第
一
二
巻
第
一
章
第
二
二
法
文

　

同
（
＝
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
）
帝
が
道
長
官
エ
ウ
ァ
グ
リ

ウ
ス

 （
1
）

に
〈
宣
示
す
〉。

　

都
市
参
事
会
員
や
都
市
参
事
会
員
の
息
子
お
よ
び
彼
ら
の
子
孫
た

ち
が
様
々
な
国ミ

ー
リ
テ
ィ
ア

家
公
務 （

2
）

 
 

に
逃
げ
込
ん
で
い
る
の
で
、
彼
ら
が
い
か
な

る
部
局
で
国
家
公
務
を
果
た
し
て
い
よ
う
と
も
、
そ
の
国
家
公
務
か

ら
外
さ
れ
て
、
都
市
参
事
会
に
復
さ
れ
る
よ
う
我
等
は
命
ず
る
。
た

だ
し
、
我
等
が
宮
廷
の
部
局
に
既
に
所
属
し
て
い
る
者
た
ち

 （
3
）

は
除
外

さ
れ
る
。

　

ネ
ポ
ー
テ
ィ
ア
ー
ヌ
ス
と
フ
ァ
ー
ク
ン
ド
ゥ
ス
が
コ
ー
ン
ス
ル
の

年
の
八
月
二
二
日
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ノ
ポ
リ
ス
で
付
与
す
。

（
1
）　

E
vagrius. 

彼
の
道
長
官
職
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
法
文
○41
註

（
1
）
を
参
照
。
本
法
文
は
エ
ウ
ァ
グ
リ
ウ
ス
が
三
三
六
年
に
道
長

官
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
唯
一
の
史
料
で
あ
る
。PLRE

. i, pp. 284f. 

（E
vagrius 

2

） 

は
、
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
帝
つ
き
の
道
長
官

で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
測
す
る
。
な
お
、
こ
れ
ま
で
に
法
文
○5
、
○41
、

○43
、
○215
、
○225
、
○226
、
○289
、
○290
、
○291
の
名
宛
人
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。

（
2
）　

m
ilitia. 

国
家
公
務
に
つ
い
て
は
、
法
文
○203
註
（
3
）
お
よ
び
法
文

○226
註
（
4
）
を
参
照
。

（
3
）　

宮
廷
官
吏
と
な
っ
た
都
市
参
事
会
員
が
都
市
参
事
会
に
戻
さ
れ
な

い
と
い
う
措
置
に
つ
い
て
は
、
法
文
○90
も
参
照
。
な
お
、
宮
廷
官
吏

の
特
権
的
地
位
に
つ
い
て
は
、
法
文
○18
、
○35
、
○138
、
○153
、
○262
を
参
照
。

○333  

第
一
一
巻
第
一
章
第
三
法
文

　

同
（
＝
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
）
帝
が
道
長
官
グ
レ
ー
ゴ
リ

ウ
ス

 （
1
）

に
〈
宣
示
す
〉。

　

す
べ
て
の
州

ユ
ー
デ
ィ
ケ
ー
ス

総
督
は
自
身
の
手
で
、
自
己
の
危
険
に
お
い
て
、
課

税
通
告
に
よ
り
納
め
ら
れ
る
現
物
税
の
品
々
そ
の
他

 （
2
）

に
つ
い
て
、
分

量
を
定
め
種
類
を
含
め
た
納
税
額
割
当

 （
3
）

を
作
成
し
て
明
記
す
べ
し
。

こ
れ
を
遵
守
す
る
こ
と
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
利
点
が
あ
る
で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
〈
の
職
位
〉
が
引
き
継
が
れ
た
後
も
、
徴
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七
二

税
吏

 （
4
）

ら
が
州
民
の
財
産
か
ら
、
然
る
べ
き
範
囲
を
越
え
て
何
か
を
取

り
立
て
よ
う
と
欲
し
た
か
ど
う
か
が
、
容
易
に
調
べ
ら
れ
る
と
い
う

利
点
で
あ
る
。

　

ネ
ポ
ー
テ
ィ
ア
ー
ヌ
ス
と
フ
ァ
ー
ク
ン
ド
ゥ
ス
が
コ
ー
ン
ス
ル
の

年
の
一
○
月
九
日
に
付
与
す
。

（
1
）　

G
regorius.  

法
文
○331
註
（
1
）
参
照
。

（
2
）　

annonarias species et cetera, quae indictione penduntur. 

帝
政
後
期
の
現
物
税
（
小
麦
・
大
麦
・
ワ
イ
ン
・
オ
リ
ー
ブ
油
・
豚
肉
等
）

は
基
本
的
に
、
軍
隊
や
政
府
官
吏
へ
の
現
物
支
給
に
よ
る
給
与
支
払

い
を
賄
う
た
め
の
も
の
で
（
法
文
○101
註
（
2
）
も
参
照
）、
道
長
官
の

官
房
が
一
年
ご
と
に
管
轄
領
域
内
に
お
け
る
必
要
量
を
推
計
し
て
税

率
を
確
定
し
、
課
税
通
告indictio

を
作
成
し
て
管
轄
下
の
各
州
に
送

付
し
た
。
し
か
し
、
正
確
な
算
定
は
困
難
で
、
し
ば
し
ば
追
加
課
税

superindicta

や
臨
時
の
負
担extraordinaria m

unera
の
賦
課
が

必
要
と
な
っ
た
。cf. G
othofredus, P

aratitolon ad L
ib. X

I C
od. 

T
heod. T

it. I; Jones, LRE
., pp. 448-452.

（
3
） 　

adscriptio.  H
eum

ann/ Seckel, s. v. [A
dscriptio] 

に
よ
れ

ば
、「
課
税
台
帳
へ
の
登
録
」
や
「
税
の
割
当
」
を
意
味
す
る
単
語
で
、

た
と
え
ば
本
法
文
と
同
じ
く
本
法
典
第
一
一
巻
第
一
章
に
収
録
さ
れ

て
い
る
第
二
六
法
文
（
三
九
九
年
）
で
は
前
者
の
意
味
、
す
な
わ
ち

コ
ロ
ー
ヌ
ス
の
課
税
台
帳
へ
の
登
録
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
本
法
文
に
お
い
て
は
、G

othofredus, loc. cit; ad h. l. 

が
言
う
よ
う
に
、
前
註
（
2
）
で
述
べ
た
課
税
通
告 

indictio 

が
道

長
官
庁
か
ら
送
付
さ
れ
て
き
た
後
に
行
わ
れ
る
、
州
内
で
の
具
体
的

な
納
税
負
担
の
割
当
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
本
法
典
第

一
一
巻
第
一
六
章
第
四
法
文
（
法
文
○261
）
は
、
臨
時
の
負
担
の
賦
課

extraordinariorum
 m

unerum
 distributio

に
関
し
て
で
は
あ
る

が
、
本
法
文
と
同
様
に
、
州
総
督
自
身
が
こ
れ
を
行
い
「
自
ら
の
手

で
詳
細
に
書
き
留
め
」
る
こ
と
を
命
じ
て
お
り
、
負
担
割
当
の
原
則

に
も
言
及
し
て
い
る
の
で
、
本
法
文
を
理
解
す
る
上
で
も
参
考
に
な

ろ
う
。
な
お
、
本
法
典
第
一
一
巻
第
一
六
章
第
三
法
文
（
法
文
○193
）

で
はadscriptio

を
「
登
録
」
と
訳
出
し
た
が
、同
法
文
末
尾
で
も
「
総

督
の
判
断
と
手
配
に
よ
っ
て
」
各
都
市
のadscriptio

が
な
さ
れ
る

べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
法
文
○193
に
お
け
るadscriptio

も

「（
税
や
負
担
の
）
割
当
」
の
意
味
で
取
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
。

　

 

　

ま
た
、adscriptio

に
は
字
義
（「
書
き
足
し
」）
か
ら
派
生
し
た
「
署

名
」
の
意
味
も
あ
り
、
本
法
典
第
一
巻
第
一
六
章
第
二
法
文
（
法
文

○77
）
で
は
「
署
名
」
と
訳
出
し
た
。

（
4
）　

exactores.  

法
文
○46
註
（
4
）
お
よ
び
法
文
○90
註
（
9
）
を
参
照
。

（
未
完
）
　

 

（
附
記
） 

今
回
の
担
当
者
は
、
大
清
水
裕
、
後
藤
篤
子
、
芹
澤
悟
、

田
中
創
、
樋
脇
博
敏
で
あ
る
。
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